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居宅介護支援重要事項説明書
＜令和 年 月 日現在＞

１ ケアサービス白鶴ホームの概要

（１）事業の目的

社会福祉法人清澄会（以下「法人」という。）が開設する指定居宅介護支

援事業所「ケアサービス白鶴ホーム」（以下「事業所」という。）が行う居

宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するため、人

員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状

態又は要支援状態にある高齢者等（以下「要介護者等」という。）に対し、

適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

（２）運営の方針

① 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を

尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとし

ます。

② 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、そ

の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう援助を行いま

す。

③ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、

他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めるものとします。

（３）事業所の名称及び所在地等

事 業 所 名 ケアサービス白鶴ホーム

所 在 地 さいたま市岩槻区宮町１丁目５番１２号

電 話 番 号 ０４８－７５８－００５４

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４８－７５８－０１０５

介護保険指定番号 １１７０７０００４９

サービス提供地域 岩槻区
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（４）職員体制

従業者の職種 常 勤 非常勤 計 業務内容 勤務体制

管 理 者 名 名 名 サービス管理全般 8:30～18:00

主任介護支援専門員 名 名 名 ケアプラン作成 8:30～18:00

介 護 支 援 専 門 員 名 名 名 ケアプラン作成 8:30～18:00

（５）営業時間

平 日 午前８：３０～午後６：００

土・日・祝日 午前８：３０～午後６：００

※ ただし、１２月３１日～１月３日までを除く。

＜２４時間連絡体制＞

年末年始及び営業時間外の緊急時や相談への対応については、下記のとおり必

要に応じて、利用者及びご家族からの連絡が取れる体制を確保しております。

利用者及び家族 → 白鶴ホーム宿直者 → 担当介護支援専門員

２ 利用料金

（１）居宅介護支援利用料

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から利用料金の全額を給付

されるので自己負担はありません。

※ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場

合、１か月につき要介護度に応じて【別紙】の金額をいただき、当

事業所からサービス提供証明書を発行いたします。

このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、全額

払戻を受けられます。

（２）交通費

前記１の（３）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費の実

費が必要です。
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＜自動車を使用した場合＞

通常の事業の実施地域から、片道２キロ以上５キロ未満 ２５０円

通常の事業の実施地域から、片道５キロ以上１０キロ未満 ５００円

通常の事業の実施地域から、片道１０キロ以上は１キロにつき１００円加算

駐車場を利用した場合 実費

（３）支払方法

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月、１５日までに前月分の

請求をいたしますので、２０日以内にお支払いください。お支払いいた

だきますと、領収書を発行します。お支払い方法は、ご契約の際に決め

させていただきます。

３ サービスの利用方法

（１）サービスの利用開始

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたし

ます。契約を締結した後、サービスの提供を開始します。

＜サービスの内容＞

・居宅サービス計画の作成

・居宅サービス事業者との連絡、調整

・サービス実施状況の評価

・利用者状態の把握

・給付管理

・要介護認定等の申請に対する協力、援助

・相談業務

＜居宅サービス計画について＞

利用者及びその家族は、次の事項を介護支援専門員に求めることができ

ます。

① 居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対

して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能で

す。

② 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選

定理由の説明を求めることが可能です。
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（２）サービスの終了

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合

文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて

いただく場合がございます。その場合は、終了３０日前までに文書

で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いた

します。

③ 自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了い

たします。

・利用者が介護保険施設に入所した場合・・・入所した日の翌日

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、

非該当（自立）と認定された場合・・・非該当となった日

この場合、条件を変更して再度契約することができます。

・利用者がお亡くなりになった場合・・・死亡日の翌日

④ その他

利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対し

て本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通

知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がご

ざいます。

４ 事故発生時の対応

事故発生の際は、迅速に必要な措置を講じ、ご家族及び保険者に連絡を取りま

す。また、事故の原因を解明し、再発防止の対策を講じます。なお、サービスの

提供にあたり賠償すべき事故が発生した場合は、速やかにその損害を賠償いたし

ます。

５ 緊急時の対応

利用者の容態に変化があった等、緊急の場合には、医師に連絡する等必要な措

置をとるほか、別紙に定める緊急連絡先に連絡します。
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６ 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、

次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者 管理者 小島 美和子

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ

いて従業者に周知徹底を図ります。

（３）虐待防止のための指針の整備をします。

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族

・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報します。

７ 苦情受付及び個人情報相談窓口

１ 社会福祉法人 清 澄 会

受付担当者 事 務 長 清 水 澄 夫
管 理 者 小 島 美和子

解決責任者 施 設 長 関 根 健 一
副 施 設 長 清 水 文 子

第三者委員 評 議 員 加 藤 史 子
評 議 員 宇佐美 サチ子

（白鶴ホーム正面玄関に第三者委員専用苦情相談受付箱設置）

電 話 ０４８－７５８－００３４
受 付 時 間 ８：３０～１８：００

２ さいたま市岩槻区役所 高齢介護課
電 話：０４８－７９０－０１６９

３ さいたま市役所 介護保険課
電 話：０４８－８２９－１２６４

４ 埼玉県国民健康保険団体連合会
電 話：０４８－８２４－２５６８



- 6 -

８ その他運営に関する重要事項

（１）事業所は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるも

のとし、また、業務体制を整備します。

① 採用時研修 採用後１カ月以内

② 継続研修 年１回以上

（２）職員は、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。

（３）職員であった者に、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させ

るため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、

職員との雇用契約の内容とします。

（４）事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。なお、

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の状況、緊急やむを得ない理由を記録いたします。

（５）業務継続計画（ＢＣＰ）の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合

でも、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を

策定するとともに、その計画に従い、必要な研修及び訓練を実施します。

（６）感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてそ

の対策を協議し、対応指針等を作成します。また、研修や訓練を実施し、感

染対策の資質向上に努めます。



- 7 -

令和 年 月 日

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて

重要な事項を説明し、同意を得ました。

（事業者）住 所 さいたま市岩槻区宮町１丁目５番１２号

事業者名 社会福祉法人 清 澄 会

ケアサービス白鶴ホーム

説 明 者 ,

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の

説明を受け、同意しました。

（利用者）住 所

氏 名 ,

（代理人）住 所

氏 名 ,
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【別紙】

○ 担当介護支援専門員

氏 名 電 話 ０４８－７５８－００５４

○ 料金

・居宅介護支援利用料は、介護サービスの提供開始以降１か月あたりについて

下の表により決められます。

居宅介護支援費（１か月あたり）

区 分 介 護 度 料 金 備 考

居宅介護支援 要介護１又は要介護２ 12,000円/月 担当件数
費
(Ⅰ) 要介護３、要介護４、又は要介護５ 15,591円/月 ４５件未満

特定事業所加算(Ⅱ) 4,652円/月 ※ 下記参照

特定事業所加算(Ⅲ) 3,569円/月 ※ 下記参照

特定事業所加算（Ａ） 1,259円/月 ※ 下記参照

初回加算 3,315円/月

入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,762円/月

入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,210円/月

通院時情報連携加算 552円/月

退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,972円/回

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,630円/回
入院又は入所期間

退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,630円/回 中１回を限度

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,287円/回

退院・退所加算(Ⅲ) 9,945円/回

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,210円/回 １月に２回を限度

ターミナルケアマネジメント加算 4,420円/月

特定事業所医療介護連携加算 1,381円/月
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＜特定事業所加算Ⅱ・Ⅲ・Ａ算定要件＞

① 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を１

名以上配置していること。

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該

指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内に

ある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以

上配置していること。

（特定Ⅲは２名以上・特定Ａは１名以上に加え、常勤換算方法で１以

上）

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該

指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内に

ある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝

達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

④ ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対

応する体制を確保していること。

⑤ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的

に研修を実施していること。

⑥ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合におい

ても、当該支援が困難な事例に係る者に居宅介護支援を提供している

こと。

⑦ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者 、生活困窮

者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関す

る事例検討会、研修等に参加していること。

⑧ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

⑨ 指定居宅介護支援事業所において、指定居宅介護支援の提供を受ける

利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり

４５名未満であること。

⑩ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術

に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。

⑪ 他の法人が、運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、

研修会等を実施していること。

⑫ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフ

ォーマルサービス含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計

画を作成していること。

※ なお、法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し、介護保険給付が

支払われる場合、利用者の自己負担はございません。
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・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくな

る場合があります。その場合は一旦サービスの利用料金をいただき、サービス

提供証明書を発行いたします。

サービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、保険給付金相当分の

払い戻しを受けることができます。

・通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費

を徴収いたします。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。

① 通常の事業の実施地域から、片道２キロ以上５キロ未満２５０円

② 通常の事業の実施地域から、片道５キロ以上１０キロ未満５００円

③ 通常の事業の実施地域から、片道１０キロ以上は１キロにつき

１００円加算

④ 駐車場料金は、実費を徴収いたします。


